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Ⅱ ．工 事 仕 様

１． 共 通 仕 様

　　年版）」（以下「標準図」という）による。

　　用する。

　　合において，それらが関係法令等（条例含む）に抵触する場合は，関係法令等の遵守（１．１．１４）を

　　優先する。

（４）工事中及び竣工後，下記に示す調査を行うため，発注者より連絡があれば対応すること。

（１）図面及び特記事項に記載されていない事項は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準

（２）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合，電気設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適

（３）標準仕様書で「特記がなければ，」以下に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示している場

　　仕様書（機械設備工事編）（平成３１年版）」（ただし改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書

　　（機械設備工事編）（以下「標準仕様書」という）及び「公共建築工事標準図（機械設備工事編）（平成３１

　　①公共事業労務費調査…工事中に実施（調査票等の記入提出，発注者の調査実施への協力等）

　　②契約不適合調査…建設工事請負契約約款第４６条の５に定める期間内

　　項　　　　　　目

１．取扱

２．優先順位

　　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

３．官公署その他への

　　手続き等

４．別契約の関係工事

１．工程表

２．施工図等

　　との協調

設計図書の優先順位は次の順序とする。

本仕様書は，標準仕様書の一般共通事項の補足及び，追加項目をとりまとめた

ものである。

官公署その他への手続きは，受注者が遅滞なく行い，これに要する費用は，す

べて受注者の負担とする。また関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査

建築，電気その他別契約の関係工事について，工程及び，取合部分の施工に関

し，常に緊密に連絡し，工事の円滑な進捗を図るものとする。

約款第３条に規定する。工程計画表は営繕課で示す様式により，別契約の関係

工事との取合いを調整したものを提出する。

において，その検査に必要な資機材及び労務を提供し，これに直接要する費用

を受注者が負担する。

別契約の関係工事との取合いを十分に打合せ，各現場代理人捺印のうえ提出す

る。

当該建物の取得する施工図の著作権に係わる当該建物に限る使用権は発注者に

移譲するものとする。

①技術的説明事項（追加説明，質問回答書を含む）

②特記仕様書（図面記載のものを含む）　　③設計図面（標準図を含む）

④標準仕様書（平成３１年版）

設

備

雑排水

建物名称

４ ．工 事 種 目 （　・　印の付いたものを適用する）

建物別及び屋外

工事種目

・　空気調和設備

・　換気設備

・　排煙設備

・　自動制御設備

・　衛生器具設備

・　給水設備

・　排水設備

・　給湯設備

・　消火設備

・　ガス設備

・　特殊ガス設備

・　厨房器具設備

工事種別

５ ． 指定 部 分

・　浄化槽設備

２． 工 事 場所

３． 建 物 概要

Ⅰ ． 工 事概 要

構　造 階　数 延べ面積（㎡）
建築基準法による

別表第一の区分
消防法施行令

備　　　考

屋　　外

（改修工事の場合の部分使用　　　　※　あり　　　・　なし　）

６ ．設 備 概 要（ 改 修 工事 の 場 合 は既 存 の 概要 を 示 す。 ）

対象部分：　　　　　　　　　　　　　　　　　

主要熱源機器

換　気　設　備

自  動  制  御  設  備

給　水　源

給　水　方　式

排　煙　設　備

生

排　水　方　式

汚水

・　空気調和（　・　単一ダクト方式　　・　各階ユニット方式　　・　パッケ－ジ方式

・　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　１種換気　　・　２種換気　　・　３種換気

・　上水道　　・　井水

・　自動制御方式（　・　電気式　　・　電子式　　・　デジタル式　）

・　機械排煙（　・　有り　　・　無し　）

　　適用法規（　・　基準法　　・　消防法　）

・　自然流下　・　ポンプ排水（　・　汚物　　・　汚水　　・　雑排水　　・　　）

・　直放流下水管（・合流式　・分流式）　・　浄化槽

　　　　　　　　・　ファンコイルユニット　・　ダクト併用方式　・　ガスエンジンヒートポンプ方式）

・　鋼製ボイラー  　・　鋳鉄製ボイラー  　・　温水発生機（　・　真空式　・　無圧式）

・　チリングユニット  　・　吸収冷温水機  　・　吸収冷温水機ユニット

・　空気熱源ヒートポンプユニット  　・　パッケージ形空気調和機　　・　

・　マルチパッケージ形空気調和機  　・　ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機

・　水道直結方式　　・　高架タンク方式　　・　ポンプ直送方式　　

給　湯　設　備 ・　有り（　・　局所式　　・　中央式　）　　・　無し

・　直放流下水管（・合流式　・分流式）　・　浄化槽　　・　側溝　　・　別途桝

排水槽 ・　有り（計画容量：　　　　　　  ｍ３）　・　無し

消　火　設　備

浄  化  槽  設  備 ・　有り（　・　単独処理　　・　小規模合併処理　　・　合併処理　）　・　無し

ガ　ス　設　備 ・　都市ガス　種別　　（　　　　　　　ＭＪ／Ｎｍ３）　　・　液化石油ガス

・　不活性ガス消火（　・　窒素　・　　　　　）　・　ハロゲン化物消火　・　無し

・　熱源（　・　電気　　・都市ガス　  ・　液化石油ガス  　・　灯油　  ・　Ａ重油）

・　屋内消火栓　・　連結送水管　・　屋外消火栓　・　スプリンクラ－　・　消防用水　

・　泡消火　・　連結散水装置　・　フード等用簡易自動消火装置　・　粉末消火装置

放流先

・　水道直結増圧方式　　

空気調和方式等

※　なし　　　　・　あり（工期：～令和　　　年　　　月　　　日）

　　　項　　　目　　 　　　　　　　特　　記　　事　　項
　　　ただし，　・　印のない場合は※印を適用する。　・　印　　※　印の場合は両方を適用する。

１）区分は●を，項目は番号に○印の付いたものを適用する。

２）特記事項のうち選択する事項は　・　の付いたものを適用する。

２ ． 特 記仕 様

区分

・一般の施設

一般機器重要機器一般機器機器種別

０．６

０．６

０．４
０．６

１．０

０．６
１．０

１．５

１．０

１．０

１．０

０．６
１．０

１．５

１．０
１．５

２．０

１．５

１．０

１．０

０．６
１．０

１．５

１．５
１．０

２．０

１．５

１．５

１．０

１．０
１．５

１．５

１．５
２．０

２．０

２．０機　　器

水　槽　類

防振支持の機器
機　　器

水　槽　類

防振支持の機器
機　　器

水　槽　類

防振支持の機器

・特定の施設

重要機器設置場所

５０Ａ以下　・　融着継手　　・　金属製継手　　７５Ａ以上融着継手

　・　ガス配管　　・　冷却水配管　　・　

（２）屋内露出の合成樹脂製カバーは（※カバー１　・　カバー２）とする。

　　　　　　　・   合成樹脂製カバー  （※カバー１　・　カバー２）　　・　

設計用標準水平震度

　上層階

　屋上及び塔屋

　中間階

　地下及び１階

　　構成されたものとし，電線及びＥＭケーブルは標準仕様書第４編１．５．１

　　表４．１．１１による。

（２）電線の色別は，原則として標準仕様書（電気設備工事編）（平成３１年版）

　　による。

（３）合成樹脂製可撓管を使用する場合は、ＰＦ１重管とする。

（４）ケーブルの接続は湿気の無い盤内端子渡しとし、湿気の有る槽内でのケーブル

　　接続は基本として行わない。

（１）ＥＭケーブルで規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で

（２）設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の１／２とする。

　　　・危険物貯蔵装置　・火を使用する設備　・避難経路上に設置する機器

　　　・換気機器　・空調機器　・熱源機器　・防災機器　・監視制御設備

　　重要機器は次のものを示す。

　　　・給水機器（　　　　　　　）　・排水機器（　　　　　　　）

　　中間階とは地階，１階を除く各階で上層階に該当しないもの。

（２）壁，天井のボ－ド墨出し

（３）　　　〃　　　　切込み

（５）機器類のコンクリ－ト基礎　

（６）アンカ－ボルト

（７）オイルサ－ビスタンク防油堤

（８）外壁取付ガラリ

（９）機器付属の制御盤及び操作盤以降の配線

（１０）別途盤類への渡り配線の接続

（４）コンクリ－ト壁，床及び梁等における設備機器，ダクト，配管等の箱入れ及び貫通スリーブ

　　　箇所の下地の補強

　　　　屋上設置のもの

　　　　屋内設置のもの

　　　　屋外設置のもの

・　本工事　※　別途工事

・　本工事　※　別途工事

・　本工事　※　別途工事

・　本工事　※　別途工事

・　本工事　※　別途工事

・　本工事　※　別途工事

※　本工事　・　別途工事

※　本工事　・　別途工事

※　本工事　・　別途工事

※　本工事　・　別途工事

※　本工事　・　別途工事

３．施工計画書

４．履行報告

５．工事実績情報の

　　登録

１．工事中

２．工事後

１．完成引渡しまでの

　　管理

１．主要資材購入先名

　　簿の届出

２．機器の取扱い等

呼径６０Ｓｕ以下の継手は，ＳＡＳ３２２による拡管式とする。

とし設置場所は図示による。

（　・　給水　　・　ガス　　・　油）配管の変位吸収は標準図　施工４，５

※　接着接合　　・　ゴム輪接合

非破壊検査の適用

　※　無し　

　・　有り（・放射線透過検査　　・浸透探傷検査又は磁粉探傷検査）

　抜取り率は　　・　標準仕様書による　　・　   ％

（１）ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト，ナットはステンレス製（ＳＵＳ３０４）とし，屋外の

　　配管，ダクトに使用する支持金物等はステンレス製（ＳＵＳ３０４）又は，溶融亜鉛めっ

　　き仕上げとする。　　　溶融亜鉛めっきは　  ※　２種３５　  ・   ２種５０

（２）ピット内に使用する支持金物等はステンレス製（ＳＵＳ３０４）とする。

標準仕様書によるほか図示の箇所に設ける。

※　標準図（機材２）による。

屋外配管の埋戻し時は埋設表示テ－プを布設する。

標準仕様書によるほか下記を適用する。

（１）暖房熱源機器室内の配管の保温材で，ポリスチレンフォ－ム保温材とあ

　　るものは同じ施工種別のロックウ－ルまたはグラスウ－ル保温材を使用

　　する。

（３）屋内露出（　・　機械室　　・　書庫　　・　倉庫　　・　管廊　　）

　　の配管，ダクトの保温は「屋内露出（一般居室、廊下）仕上げ」に

　読替える。

（４）断熱材被覆銅管による冷媒管の保温外装は

　　屋内露出　・　保温化粧ケース（※　耐候性樹脂製   ・　　　　　　　）  

　　屋外露出　・　ステンレス鋼板巻き（冷媒管に断熱材被覆銅管使用する

　　　　　　　・　保温化粧ケース（　・　耐候性樹脂製　・　高耐蝕鋼板製　

　　　　　　　　　時は整形用としてグラスウールを使用する。）

　　　　　　　　　　　　　　　　  ・　ステンレス鋼板製）

（５）共同溝の保温種別　　・　           　　　　・　　　　　　　　　　

（６）全熱交換器用の　給気ダクト（　・　外気側　　・　室内側）は保温
　　　　　　　　　　（２５ｍｍ厚）する。

　　　　　　　　　　排気ダクト（　・　外気側壁面より　　　ｍ）は保温

　　　　　　　　　　（２５ｍｍ厚）する。

（７）厨房用（レンジフード含む）排気ダクトの断熱（隠蔽部）

　　　　　　　　※　Ｉ（イ）Ⅸ  又は  ｈ（イ）Ⅸ　　・　行わない

※　標準仕様書を適用するほか，下記の部分を除き原則塗装を行う。

　　埋設されるもの（ただし，防食塗装部分を除く）　　亜鉛めっき以外の

　　めっき仕上げ面　　亜鉛めっきされたもので，常時隠ぺいされる部分　　　

　　亜鉛めっきされた金属電線管，鋼製架台及び支持金物類　　樹脂コー

　　ティング等を施したもので，常時隠ぺいされる部分　　特殊な意匠的

　　表面仕上げ処理を施した面　　アルミニウム，ステンレス，銅，溶融

　　アルミニウム－亜鉛鉄板，合成樹脂製等，特に塗装の必要を認められ

　　ない面　　カラー亜鉛鉄板面　　主・各階機械室内及び電気室等の亜鉛

　　めっきされた露出配管及び露出ダクト及びダクト構成部材

※　残りネジ部，及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面はさび止めペイント

　　２回塗りを行う。

本工事で設置する。・内部足場（  ・  Ａ，Ｂ，Ｃ種  ・  Ｅ種  ・  Ｆ種  ・  Ｇ種  ）

　　　　　　　　　・外部足場（  ・Ｄ，Ｅ種  ・  Ａ種  ・  Ｂ種  ・  Ｃ種  ・  Ｆ種）

本工事に必要な工事用電力，水などの費用は受注者の負担とする。

官公庁への諸手続きなどの費用は受注者の負担とする。

※　設けない　　・　設ける（　　　号）　　　㎡程度

構内に作ることが　・　出来る　　・　出来ない

（１）埋戻し土は　・　山砂の類

　　　　※　根切り土の中の良質土（ヒュ－ム管以外の管の周囲は山砂の類）

（２）建設発生土は

　　　　※ 場外指示の場所に処分　　　　・ 場外搬出適切処理

　　　　・ 場内指示場所に堆積　　　　　・ 場内指示場所に敷き均し

設備機器の固定は次によるほか，「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版」

（独立行政法人建築研究所監修）による。

（１）機器の据付け及び取付け

　　設計用水平地震力は，機器の質量（自由表面を有する水槽その他の貯槽に

　あっては有効質量）に，地域係数（・１．０　※０．９　・０．８）とし，次に示す

　設計用標準水平震度を乗じたものとする。

　　上層階とは２～６階建の場合は最上階，７～９階建の場合は上層２階，１０～１２階

　建の場合は上層３階，１３階建以上の場合は上層４階とする。

※　本工事　・　別途工事

※　本工事　・　別途工事
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項

　　・　ポンプ緊急停止警報　・　満油警報　・　減油警報　

　　・　遠方警報接点（　・　満油　・　減油）

（２）返油ポンプのあるシステムでフロ－トスイッチの上限フロ－トは，

　　通過形接点とする。

すること。なお，本工事では，広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。

本工事に使用する機材等は，設計図書に定める品質及び性能の他，通常有すべ

き品質及び性能を有するものとする。また，国等による環境物品等の調達の推

進等に関する法律（グリーン購入法）に基づき策定された「広島県グリーン購

入方針」に掲載されている品目については，他の特記事項及び図面表記の範囲

内で，環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう努めるものとする。

機器類は，図示する形状及び配管等の取りだし位置により，特定製造者の特定

（１）油面制御装置の機能は下記による。

の製品を指示，限定しない。

（１）機器類の能力，容量等は原則として表示された値以上とする。

（２）電動機出力，燃料消費量，圧力損失等は，原則として表示された値以下

　　とする。

・　配管施工（配管工事）　・　冷凍，空気調和機器施工（冷凍空調機の据付）

・　熱絶縁施工（保温工事）　・　建築板金施工（ダクトの製作及び取付）

下記項目の総合調整を行い測定表を監督職員に提出する。（　　　部）

　・　風量調整　　・　水量調整　　・　室内外空気の温湿度の測定　　

　・　騒音の測定　・　振動の測定　　・　室内の気流及び塵埃の測定

　・　浄化槽の放流水水質　・　飲料水の水質の測定　・　雑用水の水質の測定

測定箇所等は監督職員との協議による。

（１）ステンレス管に使用するバルブは５０Ａ以下は青銅製，６５Ａ以上はステ

　　ンレス製を使用する。

（２）給水、給湯に使用するバルブ，水栓類は鉛レスの鉛水質基準適合品を

　　使用する。

※　ベロ－ズ形　　・　スリ－ブ形

※　合成ゴム製（球形）　　・　ベロ－ズ製（ステンレス）　　　

・ポリテトラフルオロエチレン樹脂製

標準図　施工３による。

　　・　給油ポンプの起動，停止　・　返油ポンプの起動，停止

引渡しを要するもの　　　　　※　無し　　

　　　　　　　　　　　　　　・　有り（　・　機器類　　・　配管類　　）

特別管理産業廃棄物　　　　　※　無し　　・　有り　（　　　　　　　　）

再生資源の利用を図るもの　　※　無し　　・　有り　（　　　　　　　　）

（１）本工事で発生した建設廃棄物は，広島県（環境県民局）及び保健所設置

政令市等（広島市，呉市，福山市）が，廃棄物処理法に基づき許可した適正な

（１）に揚げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から，運搬費と受入費（平

日の受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って，正当

な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。

（３）本工事で発生する建設廃棄物のうち，広島県内の最終処分場に搬入する建

設廃棄物については，広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので，適正に処理

施設（許可対象とならない中間処理施設にあっては，廃棄物処理法に定められ

た基準に従った適正な施設）で処理すること。ただし，建設廃棄物が，破砕等

（選別を含む）により，有用物となった場合，その用途に応じて適切に処理す

るものとする。（原則，県内処分）

（２）本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は，前記

１．発生材の処理及

　び産業廃棄物の処理

２．機材の品質等

３．図形表示

４．電気容量及び

６．総合試運転調整

５．技能士の適用

　　　機器表示

７．弁　類

８．伸縮継手

９．防振継手

１０．絶縁継手
１１．油面制御装置

　　　　主要機器の取付箇所，その他監督職員の指示する箇所は写真（カラ－サ

　　　　－ビス版）にまとめて提出する。

　（１）工事竣工図書引渡し書　Ａ４版　　　　　　　　　　　　　　　　　部

　（２）完成図書（Ａ４版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部

　（３）諸官庁届出書類一覧表（諸官庁届出書類（正）許可証（正）共）　　　　　部

　（４）完成図面・施工図面二折製本　Ａ３版　　　　　　　　　　　　　　部

　（５）縮小完成図面・施工図面二折製本　Ａ４版　　　　　　　　　　　　部

　（６）工事記録写真　Ａ４版（工事記録写真カラ－サ－ビス版）　　　　　部

　　　　　　　　　　　　　　（完成写真カラ－サ－ビス版）　　　　　　　部

　（７）運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの　Ａ４版製本　　部

　（８）工事監理図書　Ａ４版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部

　（９）電子成果品（電子納品）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部

　（１１）その他監督員が必要と指示したもの　　　　　　　　　　　　　　　部

　（１０）建物基本情報及び型式台帳（監督員が指定する様式で作成）　　　　　部

　（１）工程写真

 　　　  工事の進行に伴い主要工程の写真（カラ－サ－ビス版）

　（２）工事記録写真

　　　　地中，コンクリ－トその他建設中に埋設又は隠蔽され，完成後外部から

　　　　検査又は確認することが困難な部分，各種試験状況，その他監督職員の

　　　　指示する箇所は写真（カラ－サ－ビス版）にまとめて提出する。

　（３）竣工写真

１．完成時の提出

　　書類等

２．工事に関する写真

工事の着手に先立ち，現場の体制・組織，仮設計画，安全衛生管理，緊急時の

連絡，災害予防その他の現場運営に必要な計画を定めた「総合施工計画書」を

作成し提出する。

また各種別の工事の施工にあたっては「工種別施工計画書」を作成する。

約款第１１条に規定する工事履行報告書は，営繕課で示す様式「期間別工事工

程報告書」で，工程写真，状況写真を添付して月２回提出する。

受注者は受注時又は変更時において請負金額が５００万円以上の工事について，

工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき，受注，変更，竣工，

訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し，監督職員の確認を

受けた後に登録機関に登録申請し，登録機関発行の「登録内容確認書」を監督

職員に提出しなければならない。なお，途中変更時の登録が必要な場合とは，

工期の変更，技術者の変更があった場合とする。

地上物件，地中埋設物等で本工事に起因して損傷した場合は，速やかに補修し，

完全に復元するものとする。

工事完成引渡後，施工または機器，材料の不備による故障は，約款第４１条

（契約不適合）により１年間受注者の負担で完全に補修するものとする。

工事完了後も予め監督職員の指示した日時までは受注者で管理し，各種公課に

対する料金及び各種の被害（火災，盗難，破損等）は一切受注者の負担とする。

本工事の施工に際して，資材を購入する場合は，極力広島県内に主たる営業所

を有する業者に発注するものとする。また主要資材を購入しようとするときは，

あらかじめ購入先の名称・所在地及び資材名等を発注者に通知するものとする。

標準仕様書の機材の検査に伴う試験に該当する機器については調査とあわせて，

機器の構造及び取扱い方法ならびに管理上の要点を管理者側に十分説明する。

１２．配管の

　　　建物導入部

　　　　　接合方法

　　　　　接合方法　

１６．溶接配管の検査

１９．保温

１８．埋設表示

１７．支持金物，

　　　固定金具

２０．塗装

２１．足場

２３．監督職員事務所

２４．工事用仮設物

２５．土工事

２６．耐震措置

２７．電線・電線管

・　水栓ハンドルは極力レバ－式を採用する。

・　水栓は節水コマ付きを採用する。

　　金網で補強を入れること。）

　　する。（但し舗装等の仕上げ部分は除く。）（施工の際は鉄筋又は，

・　小口径桝，弁ボックス，散水栓ボックス等はコンクリ－ト巻げ仕上げと

証明する書類を提出すること。

された製品や材料を用いる場合には，使用するまでに第三者機関による品質を

　本工事の施工に当たり，東洋ゴム化工品（株）又はニッタ化工品（株）で製造

現場説明書による。

こと。ただし，特にこの取扱により難い場合は，別途，監督職員と協議すること。

当該工事に使用する砂については，原則として海砂（県外産含む）を使用しない

（　　）書きの室名は天井無しを示し，その他は天井ありを示す。

排水用塩ビライニング鋼管の土中埋設部は防食処理を行う。

渦巻きポンプの機器表に特記無き電動機の極数は，４極以上とする。

標準仕様書第２編第２章第２節による。

コア内蔵型を使用する。

工事の施工に伴い既成部分を汚染または損傷した場合は，既成にならい補修する。

既存のコンクリ－ト床，壁等の配管貫通部の穴開けは，原則としてダイヤモンドカッタ－による。

・　　　　　　　　　　（　　・　本工事　　※　別途　）　　　　　　円

・　下水道等接続負担金（　　・　本工事　　※　別途　）　　　　　　円

　　用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合，協力しな

（４）受注者は，監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握，利

　　払うものとする。

　　下「サービス提供者」という。）との契約は，受注者が行い，利用料を支

（３）監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以

　　＿＿＿＿＿＿＿作業期間，交通誘導員を＿＿＿（人／日）配置すること。

　・　説明板（監督職員と協議の上，設備機器類及び一連の装置等の系統図，

　　　を記載した説明書等を作成する。）

　・　説明書（監督職員と協議の上，設備機器類及び一連の装置等の取扱要領

・　工事概要等の説明看板（９００ｍｍ×６００ｍｍ）

※　工事名等の表示板（９００ｍｍ×６００ｍｍ）　　　　

現場の見やすい位置に監督職員が指示する次の表示板を設置する。

　　ければならない。

　　　　　　　　　　　（　　・　本工事　　※　別途　）　　　　　　円

・　給水引込負担金　（加入金及び納付金等を含む）

　　　取扱要領を記載した説明板を作成する。）

　　　　ｈｔｔｐｓ：／／ｃｈｏｔａｔｓｕ．ｐｒｅｆ．ｈｉｒｏｓｈｉｍａ．ｌｇ．ｊｐ／ａｓｐ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ

（４）保全に関する資料（協議）  （５）発生材関係資料（協議）

　　　※電子納品対象データは同要領に基づくが，変更がある場合は監督職員

　　　との協議で決定する。

　　　　広島県工事中情報共有システム

（２）本工事で使用する情報共有システムは次とする。

　「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。

　務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお，運用にあたっては

（１）本工事は，受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより，業

（１１）パッケージ空調機の連絡配管，配線（アース線共）

（１２）温水器，湯沸器，その他器具のアース線（連絡配線）

（１５）自動制御盤と自動制御機器との配線の接続

（１８）屋内，屋外雨水管

（１９）地下オイルタンクの基礎杭

（２０）地下オイルタンクの土留め工事

（２１）天井吊り型ＦＣＵ及び全熱交換型換気扇の遠方操作スイッチの渡り配管

（２１）天井吊り型ＦＣＵ及び全熱交換型換気扇の遠方操作スイッチの渡り配線

（１３）自動制御の電線管

（１４）自動制御の電線の配線

（１６）機器と附属の操作スイッチの渡りの配管

（１７）機器と附属の操作スイッチの渡りの配線

・　本工事　※　別途工事

・　本工事　※　別途工事

・　本工事　※　別途工事

・　本工事　※　別途工事

・　本工事　※　別途工事

・　本工事　※　別途工事

・　本工事　※　別途工事

・　本工事　※　別途工事

（２２）自動制御設備の電源装置

・　本工事　※　別途工事

・　本工事　※　別途工事

・　本工事　※　別途工事

（２３）ガス設備のガス漏れ警報器から制御器，遮断弁（又はマイコンメーター）までの電線管

※　本工事　・　別途工事

※　本工事　・　別途工事

※　本工事　・　別途工事

電子成果品を「営繕工事電子納品要領」（以下，要領という）に基づき作成

する。

（１）工事管理ファイル  （２）完成図・施工図  （３）完成写真  

・　既存設備システムの事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。調査を行う

・　施工に先立ち，改修工事関連部分（施工部位により既存性能を損なうおそれ

　　のある部分）の事前確認を行い監督職員に報告書を提出する。

撤去する配管，ダクトの保温は取外す。

はつり工事及び穿孔作業を行う場合は，事前に非破壊検査を行い，監督職員に

報告する。原則として探査方法は走査式埋設物調査（電磁誘導法または電磁波

レーダ法）とする。

放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合，範囲は監督職員の指示に

よる。放射線透過検査の検査費は別途とする。

　・　下記による　　・　「工事区分表」による

　　前に監督職員に調査計画書を提出する。

（１）鉄筋コンクリ－ト部の貫通箇所及び開口部の補強，その他壁，天井のボード切込み

２８．施工調査

２９．撤去工事

３０．非破壊検査

３１．他工事との

　　　他取合い

３３．工事中情報共有

　　システム

３２．電子納品

３５．説明板等

３３．工事現場の表示

３４．交通誘導員

４７．その他

４６．防振ゴム等の

４５．施工条件

４４．砂の取扱

４３．天井仕上区分

４１．ポンプの電動機

４０．配管附属品

３９．管端防食継手

３８．補修など

３７．はつり工事

３６．負担金等

　　　製造検査

　　　（消費税抜き）

１３．ステンレス鋼管の

１５．ポリエチレン管の
１４．ビニル管の接合方法

２２．工事用電力，水その他

４２．鋼管類の防食処置

１． 工 事 名称

広島県三原市旭町一丁目

旭町住宅１号棟耐震改修等工事（機械設備）

．   ．

御承認

所長 設計 製図

工事名

図面名

設　計　Ｎｏ

縮　尺

図　面　Ｎｏ

記事

株式会社

設計に緑を

１級建築士事務所　　

管理建築士　　　　　　

１級建築士　　　　　　車　　田　　　　誠ＫＵＲＵＭＡＤＡ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　＆　ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＳ．

車 田 建 築 設 計 事 務 所
設計年月日

登録　１７（１）第０５８７号

１級建築士　登録　第２４８８２５号
．   ．

図面縮小率　Ａ３版   ７１％
図面縮小率　Ａ２版  １００％

Ｍ

機械設備工事特記仕様書（共通仕様） －
０１

旭町住宅１号棟耐震改修等工事（機械設備）



○

自

動

制

御

設

備

○

浄

化

槽

設

備

○

排

煙

設

備

○

消

火

設

備

　　　室　　　内　　（調　　整　　目　　標　　値）１．設計用温湿度条件
外　気　条　件

一　　般　　系　　統

温度（ＤＢ） 湿度（ＲＨ） 温度（ＤＢ） 湿度（ＲＨ） 温度（ＤＢ） 湿度（ＲＨ）

　　　　　℃ 　　　　　％夏季 ３５．０　℃ 　５１　％ ２８．０　℃ 　５０　％

２．配管材料

空気調和設備
区　分 項　　　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

注　１）区分は，●を，項目は，番号に○印の付いたものを適用する。

　　２）特記事項のうち選択する事項は　・　の付いたものを適用する。ただし，　・　印のない場合は※印を適用する。　・　印　　※　印の

　　　　場合は両方を適用する。

（２）ドレン管　　　　　　　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）　※　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）
　　　　　　　　　　　　　　　・　リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＰ）
（３）冷却水管　　　　　　　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）
　　　　　　　　　　　　　　　・　水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＳＧＰ－ＶＡ）
　　　　　　　　　　　　　　　・　水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＳＧＰ－ＰＡ）
（４）膨張・空気抜・補給水管　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）
　　　　　　　　　　　　　　　・　一般配管用ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）
（５）空調用給水管　　　　　　※　一般配管用ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）
　　　　　　　　　　　　　　　・　水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＳＧＰ－ＶＡ）

（７）蒸気還水管　　　　　　　※　圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＴＰＧ３７０　黒　ｓｃｈ４０）

（９）冷媒管　　　　　　　　　※　断熱材被覆銅管　　　　　　・　銅及び銅合金の継ぎ目無管

　　　　　℃ 　　　　　％冬季 　０．１　℃ ７１．５　％ １９．０　℃ 　４０　％

（１）冷水・温水・冷温水管　　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）
　　　　　　　　　　　　　　　・　一般配管用ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）

３．弁類
４．鋼板製煙道

（３）煤塵量測定口（８０φ×２）を　　※　取付ける　　・　取付けない
５．冷却塔 標準型，低騒音型，超低騒音型の規定は，日本冷却塔工業会の騒音基準値による。

６．ファンコイルユニット

　　　　　　　　　　　　　　　・　水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＳＧＰ－ＰＡ）
（６）蒸気給気管　　　　　　　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）

（８）油・油用通気管　　　　　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）

図面に特記なき場合の耐圧は，５Ｋとする。
（１）厚さ　※　３．２ｍｍ　　・　４．５ｍｍ
（２）煤煙濃度計　　・　取付ける　　・　取付けない　　・　取付座を取付ける

　※　冷温水管の接続部（往・還）にはボール弁を取り付ける。

９．オイルサ－ビス
　　　タンク

７．パッケージ空調機の
　　　能力表示
８．地下オイルタンク

　※　鋼製強化プラスチック製二重殻タンク据付け図（施工３０）
（２）タンクの保護被覆は　　・　エポキシ樹脂　　※　強化プラスチック　　・　アスファルト

　　　ける。
油面計はゲ－ジ式（側圧式）とする。

　※　流量調節弁　　・　定流量弁　　・　三方弁　を取付ける。
　　（定流量弁は　・　ダイヤフラム式流量可変式　　・　カ－トリッジオリフィス形）
　※　床置形にはサブドレンパンを設けるものとし，材料等はドレンパンに準ずる。
インバーター機の表示された能力は，型番で選定する。

（１）据付け方法（標準図）は
・　地下オイルタンク据付け図（施工３１）

　ダクトの長辺 　ステンレス鋼板 　　亜　鉛　鉄　板
４５０以下 　０．５以上 　０．６以上

４５０を越え１，２００以下 　０．６以上 　０．８以上

１，２００を越え１，８００以下 　０．８以上 　１．０以上

１，８００を越えるもの 　０．８以上 　１．２以上
　　　　（単位ｍｍ）　　円形ダクトの場合

　ステンレス鋼板 　　亜　鉛　鉄　板　　円形ダクトの寸法
３００以下 　０．５以上 　０．６以上

１０．ダクト

（４）厨房用ダクトの板厚

　　長方形ダクトの場合 　　　　（単位ｍｍ）

（１）　※　低圧ダクト　　・　高圧１ダクト　　・　高圧２ダクト
（２）長方形ダクトは　　・　アングルフランジ工法
　　　　　　　　　　※　コ－ナ－ボルト工法（　・　共板工法　　・　スライドオンフランジ工法）
　　　　　　　　　　（　厨房用ダクトはアングルフランジ工法とする。）
（３）防火区画を貫通するダクトは、その貫通する部分の前後１５０ｍｍを１．６ｍｍ厚鋼板製とする。

３００を越え７５０以下 　０．５以上 　０．６以上

７５０を越え１，０００以下 　０．６以上 　０．８以上

１１．チャンバ－等 （１）線状吹出口には，接続チャンバ－（長さ＋１００×３００×３００Ｈ）を設ける。
（２）シ－リングディフュ－ザ－の接続は標準図（施工４７）による。
　　施工が困難な場合はフレキシブルダクトを使用してもよい。
（３）外壁に面するガラリにチャンバ－等を設ける場合には原則として勾配をつける。

１２．吹出口・吸込口 （１）アルミニウム製は塗装を　※　行う　　・　行わない　　・　亜鉛鉄板製
（２）吸込口ＧＶＦＳは防火シャッタ－付吸込口を示す。

１３．グリス除去装置 　・　グリスエクストラクタ－　　・　グリスフィルタ－
１４．風量測定口 取付け位置は図示による。　
１５．温度計 標準図によるほか図示した箇所及び下記の箇所に取付ける。

　・　ユニット形空気調和機廻りの還気ダクト，外気ダクト及び給気ダクト

１，０００を越え１，２５０以下 　０．８以上 　１．０以上

１６．圧力計
１７．ダンパー

１８．定風量，
　　　変風量ユニット

２０．消音内貼り

２１．空調用流体の
　　　　　　水質基準

機器附属品以外の温度計は　※　工業用バイメタル式温度計　　・　ガ－ド付きＬ形温度計

標準図によるほか図示した箇所に取付ける。
（１）防火ダンパ－は表示等により区分する。
（２）防煙ダンパー　　　復帰方式：遠隔復帰式（定格入力はＤＣ２４Ｖ，０．７Ａ以下とする。）

　・　メカニカル形　　・　風速センサ－形

（１）空気溜りを生ずると思われる箇所には，必要に応じて操作の容易な位置に空気抜き弁装置
　　（　※　手動　　・　自動）を設け排水口まで配管する。
（２）自動空気抜き弁装置は，標準図（施工３６（ｇ））による
（１）空調用吹出口接続チャンバ－及び図示したダクト並びにチャンバ－類とする。
（２）内貼りチャンバ－類の寸法は，外法寸法とする。
（３）吹出口接続チャンバ－以外の内貼りしたチャンバ－には点検口を設ける。
　　点検口の大きさは，原則として４００×６００とする。
日本冷凍空調工業会（冷凍空調機器用水質ガイドライン）による。

（３）遠隔油量指示装置（油面計は（  ・抵抗変化式  ・磁歪式）で（  ・室内  ・室外）より油量監視用）を取付

２２．天井吊り形ＦＣＵ （１）遠方操作スイッチのフラッシュプレ－トは金属製（ステンレス，新金属も含む）とする。
　　　及び全熱交換形 （２）遠方操作スイッチの渡り配管　　・　別途工事　　・　本工事
　　　換気扇 （３）遠方操作スイッチの渡り配線　　・　別途工事　　・　本工事

２３．瞬間流量計及び （１）形式はピト－管（コック付）とする。　　※　固定式　　・　着脱式
　　　流量測定口 （２）下記の箇所，若しくは図示により取付ける

　　・　冷凍機類の冷水出口　　　　　　　　　・　瞬間流量計　　・　測定用タッピング
　　・　冷凍機類の冷却水出口　　　　　　　　・　瞬間流量計　　・　測定用タッピング
　　・　ボイラ－又は熱交換器の温水出口　　　・　瞬間流量計　　・　測定用タッピング
　　・　冷温水ヘッダ－の各送り管　　　　　　・　瞬間流量計　　・　測定用タッピング
　　・　ユニット形空気調和機の冷温水入口　　・　瞬間流量計　　・　測定用タッピング

２４．防振吊り及び支持 標準仕様書によるほか，中央機械室の冷却水管，冷温水管，及び空調屋内ユニット等の吊り，及び支持は
　　　金物 防振吊り金物又は防振支持金物で行う。
２５．油積算流量計 　※　設ける（図示した箇所に取付ける）　　・　設けない
２６．フィルタ－の 空気調和機器等又はフィルタ－チャンバ－の装着枚数の１００％を予備品（枠付）として納める。
　　　予備品

自動巻取り形及びグリ－スフィルタ－は装着単位の１００％を予備品として納める。
２７．冷媒ガス 　※　Ｒ４０７Ｃ，Ｒ４１０Ａ又はＲ３２　　・　
２８．直焚吸収冷温水機 形式　　　煙管式又は液管式

製造業者の標準品とし，原則として冷媒管と共巻きとする。（エアコン含む）
　　　内外渡配線
２９．パッケージ空調機の

ファンコイルユニットは総台数の（　・　５０％　　・１００％　）に当たるフィルターを予備品（枠付）として納める。

１．一般事項 空調，換気の当該事項を適用する。
２．ダクト 　※　高圧１ダクト　　・　高圧２ダクト

　※　亜鉛鉄板製　　・　鋼板製
３．排煙口 ・　パネル形　　（　・　天井取付　　・　壁取付　）

・　スリット形　　（　・　天井取付　　・　壁取付　）

電気式（遠隔操作　※　不要　　・　要）
５．排煙風量測定

・　ダンパー形　　（　・　天井内取付　　・　壁取付　）
４．排煙口開放及び復帰方式

建築設備定期検査業務基準書２０１６年版（一財）日本建築設備・昇降機センター）の排煙風量の検査方法に準ずる

１．温度調節器等 取付け高さは　※　１３００ｍｍ　　・　

２．中央監視制御装置 　・　有り（構成機能は図示による）　　・　無し
３．計装工事の記録 （１）屋外，屋内露出の配線は，図示に特記がない限り金属管配管とする。

　　天井隠蔽の配線は，図面に特記のない限りケーブル配線とする。

　　（機器，盤類はこれによらなくてもよい）
用途　：①電源線，接地線
　　　　②電気式の調節器（サーモ，ヒューミディ）用電線
　　　　③各種検出器（温度，湿度等），操作器（バルブ，ダンパー等）における弱電信号，通信線を除く制御線

（２）原則として，次の用途に使用する電線類はＥＭケープルとし，規格は一般事項１７．電線類の規格による。

１．衛生器具の参考型番

　　装置 ※　洗浄水量４リットル／回以下　　　　【工事範囲は，電気一次側配管配線を除きすべて本工事とする。】
電源種別は　　※　ＡＣ電源　　・自己発電　　・　乾電池
操作方式　　・　電気開閉式　（　・　センサー式　・　タッチスイッチ式　）

※　標準図（施工６３）　　・　標準図（施工６４）

標記板は　・　取付ける（　・　自動洗浄小便器は除く）　・　取付けない

　　　　　　・　手動式

６．大便器・小便器
５．衛生器具と排水管接続

４．大便器用洗浄弁
３．洗面器用自動水栓

２．小便器用洗浄水節水
型番変更等により参考型番が変更または廃止されている場合，参考型番の同等品とする。型番変更等により参考型番が変更または廃止されている場合，参考型番の同等品とする。
※　個別感知方式　（電源種別は　　※　ＡＣ電源　　・　乾電池　　・　自己発電）　　・　手動式

１．配管材料
※重複して適用の場合の
　使用区分は図示による

　　　　　　　　　・　一般配管用ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６）
　　　　　　　　　・　水道用硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）  　・   

　　　　　　　　　・　一般配管用ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）

（１）一般配管用　※　水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＳＧＰ－ＶＢ）（ＳＧＰ－ＦＶＢ）
　　　　　　　　　・　水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管（ＳＧＰ－ＰＡ）（ＳＧＰ－ＦＰＡ）
　　　　　　　　　・　一般配管用ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）　
　　　　　　　　　・　一般配管用ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６）
　　　　　　　　　・　水道用硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）  　・    
（２）土間配管用　※　水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＳＧＰ－ＶＤ）（ＳＧＰ－ＦＶＤ）
　　　　　　　　　・　水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管（ＳＧＰ－ＰＤ）（ＳＧＰ－ＦＰＤ）

（３）屋外土中用　※　水道用硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）

（６）ステンレス鋼管を使用する場合は下記の水質の確認を行う。

　　　　　　　　　・　水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＳＧＰ－ＶＤ）（ＳＧＰ－ＦＶＤ）
　　　　　　　　　・　水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管（ＳＧＰ－ＰＤ）（ＳＧＰ－ＦＰＤ）

　　　　　　　　　・　一般配管用ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）
　　　　　　　　　・　一般配管用ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６）  ・　
（４）ゴム輪接合の場合，直管以外の継手部には離脱防止金具付とする。
（５）特記なき給水管の最小口径は２０Ａとする。

２．弁類

３．量水器

４．量水器桝

５．定水位調整弁
６．水栓柱
７．水栓

８．タンク

９．ＦＲＰ製タンクの
　　　マンホール
１０．保温

給水栓用配管の接続口を（※設ける　・設けない）ものとする。
２槽式の場合は，連通管を設けるものとする。
ＦＲＰ製及びステンレス製水槽（保温形）は，マンホ－ルも保温形とする。

鋼板製，ステンレス製タンクの保温　・　施工する　　・　施工しない

　※　合成樹脂製　　・　ステンレス製
（１）屋外の水栓は　・　キ－式ハンドル　　・　一般水栓
（２）台所流し用の水栓は泡沫式とする。

（２）子メ－タ－用　※　標準図（機材５７）　　・　水道事業者の指定品
　・　標準仕様書による　　・　水道事業者指定品

（１）親メ－タ－用　※　水道事業者の指定品　　・　標準図（機材５７）

現地表示式（直読式）の表示機構は　　※　湿式アナログ式　　・　乾式デジタル式
遠隔表示式は（　※　パルス方式　　・　電文式　）発信器を備える。

　　　電気伝導率，Ｍアルカリ度，カルシウムイオン，マグネシウムイオン，全硬度，重炭酸イオン
　　　遊離炭酸，塩素イオン，シリカ，蒸発残留物
（１）公営水道に直結する配管に使用するものの耐圧は，１０Ｋとする。
（２）受水タンク以降の配管に使用するものの耐圧は５Ｋとする。
（３）給水引込み部の　・　止水栓　　・　弁桝　は水道事業者の指定品とする。
（１）親メ－タ－　※　借用　　・　買取り
（２）子メ－タ－　※　買取り　　・　借用

　　　　　　　　　・　水道用ポリエチレン二層管（５０Ａ以下）　・　水道用ポリエチレン管（７５～１５０Ａ）

２．排水金物 記号　ＣＯＡＤ　は掃除口を兼用する排水金物を示す。
３．グリ－ス阻集器 　※　工場製作品（　※　ＳＵＳ製　　・　鋳鉄製　　・　ＦＲＰ製）　　・　現場施工品

　・　耐火被覆　　・　標準図（施工６６（ａ））を施工する。　　・　施工しない

（１）屋内汚水管　　※　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）　　・　排水通気用耐火二層管（ＶＰ）

　　　　　　　　　　・　コ－ティング鋼管（　・　ノンタ－ルエポキシ　　・　塩化ビニル）
　　　　　　　　　　・　リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＰ）
　　　　　　　　　　・　
（２）屋内雑排水管　※　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）　　・　排水通気用耐火ニ層管（ＶＰ）

　　　　　　　　　　・　排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管
　　　　　　　　　　・　コ－ティング鋼管（　・　ノンタ－ルエポキシ　　・　塩化ビニル）
　　　　　　　　　　・　リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＰ）　　・　　
（３）通気管　　　　※　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）　　・　排水通気用耐火ニ層管（ＶＰ）
　　　　　　　　　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管
　　　　　　　　　　・　リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＰ）
　　　　　　　　　　・　
（４）屋外排水管　　※　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）　　・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）　　
　　　　　　　　　　・　プレキャスト鉄筋コンクリ－ト製品（外圧１種Ｂ形）
　　　　　　　　　　・　水道用硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）
　　　　　　　　　　・　排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管（ＲＥＰ－ＶＵ）
　　　　　　　　　　・　リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管（ＲＳ－ＶＵ）
　　　　　　　　　　・　

１．配管材料
※重複して適用の場合の
　使用区分は図示による

１．配管材料 （１）給湯管　　※　保温付き被覆銅管　　・　銅管　　・　ステンレス鋼管　　・　耐熱性ライニング鋼管
（２）湯沸器，給湯器廻りの付属配管等は製造業者標準品とする。

２．弁類 図面に特記なき場合の耐圧は，５Ｋとする。ただし，公営水道に直結する部分及び特記部分は，１０Ｋとする。
３．保温 湯沸器の給排気筒の隠ぺい箇所は保温　ｈ（イ）Ⅸ　を行う。

１．配管材料 （１）屋内消火栓　　一般配管用　　　　　　　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　　　　　・　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　　　　　　・　
　　　　　　　　　　土中配管用（土間を含む）※　消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（ＳＧＰ－ＶＳ）
（２）連結送水管　　一般配管用　　　　　　　※　圧力配管用炭素鋼鋼管　　　　　　　　・　

４．屋内消火栓 ・　屋内消火栓　　・　易操作性１号消火栓　　・　屋内２号消火栓　　※　広範囲型２号消火栓
５．屋外消火栓 屋外消火栓開閉弁の材質は　　・鋳鉄製（要部青銅製）　　・ステンレス鋳物製

箱の材質は　　※　鋼板製　　・　ステンレス鋼板製
６．新ガス系消火剤の （１）不活性ガス　　　　　・　ＩＧ－５４１　　　　　・　ＩＧ－５５　　　　　　・　窒素
　　種類 （２）ハロゲン化物ガス　　※　ＦＫ－５－１－１２　　・　ＨＦＣ－２２７ｅａ　　・　ＨＦＣ－２３
７．新ガス系消火の起動 　※　手動　　・　自動，手動切替式
　　方式
８．ニ酸化炭素消火の 　※　手動　　・　自動，手動切替式
　　起動方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　圧力配管用炭素鋼鋼管　　　　　　　　・　
　　　　　　　　　　土中配管用（土間を含む）・　消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（ＳＧＰ－ＶＳ）

２．消火栓弁の耐圧 　※　１０Ｋ　　・　１６Ｋ
３．保温 （１）呼水タンクの保温　※　施工しない　　・　施工する

（２）充水タンクの保温　※　施工しない　　・　施工する
（３）消火配管の保温は次による。
　　・　屋内消火栓　　　※　施工しない　　・　施工する（　・　屋外露出　　・　給水管に準じる範囲）
　　・　スプリンクラ－　※　施工しない　　・　施工する（　・　屋外露出　　・　給水管に準じる範囲）
　　・　連結送水　　　　※　施工しない　　・　施工する（　・　屋外露出　　・　給水管に準じる範囲）
　　・　連結散水　　　　※　施工しない　　・　施工する（　・　屋外露出　　・　給水管に準じる範囲）

１．都市ガス設備 ガス事業者の規定する供給約款等の定めによる。
２．配管材料 （１）一般配管用　　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　・　

（２）一般配管（ピット内）　　・　ポリエチレン被覆鋼管　  ・　配管用炭素鋼鋼管（白）
（３）土間配管　　・　ポリエチレン被覆鋼管　  ・　ガス用ポリエチレン管（ＪＩＳ－Ｋ６７７４）
（４）屋外土中配管　　・　ポリエチレン被覆鋼管　  ・　ガス用ポリエチレン管（ＪＩＳ－Ｋ６７７４）

３．ガス漏れ警報器 　・　要（取付位置は図示による。外部出力端子　・　不要　　・　要）　　※　不要　　

４．ガスメ－タ－ （１）親メ－タ－は　※　ガス事業者より借用　　・　買取
（２）子メ－タ－は　　　　　　※　買取り　　・　ガス事業者より借用
（３）子メ－タ－の計量方式は　※　直読　　　・　遠隔表示

５．容器廻りの配管 自動切替式で施工方法は標準図（施工７２）の　・　（ａ）　　・　（ｂ）　　・　（ｃ）
６．容器転倒防止 施工方法は標準図（施工７３）の　・　（ａ）　　・　（ｂ）
７．液化石油ガス容器 　・　１０Ｋｇ　　・　２０Ｋｇ　　・　５０Ｋｇ　　　　　　本　　　※　借用　　・　買取

８．漏洩検知装置 　・　流量検知式（切替形又は圧力監視形）　　・　圧力検知式
９．配管支持金物 ビニ－ル被覆支持金物，又は配管クランプ部を電食防止テ－プ巻き

１．処理種別及び方式 　・　小規模合併処理（　※　担体流動方式　　　　　　　・　嫌気ろ床接触ばっ気方式
　　　　　　　　　　　　・　脱窒ろ床接触ばっ気方式　　・　分離接触ばっ気方式　　）
　・　合併処理（　・　接触ばっ気方式　　・　長時間ばっ気方式　　・　回転板接触方式
　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．形式 　※　ユニット形　　・　現場施工形
３．処理能力 処理対象人員　　　　人　　　処理水量　　　　ｍ３／ｄ　　流入ＢＯＤ濃度　　　　ｍｇ／㍑
４．放流水水質 ＢＯＤ　　　　　　・　６０　　・　３０　　・　２０　　・　１０　　ｍｇ／㍑　以下

　　　　・　　　　ｍｇ／㍑　以下
５．埋戻し土 　※　根切土の中の良質土（ＦＲＰ槽周囲は山砂の類）　　・　購入土
６．消毒薬 ３ケ月分相当を納入する。
７．その他 性能責任施工とする。

竣工後６ケ月間流入，放流のＳＳ，ＢＯＤ，ＰＨ，透し度，大腸菌個数等を（※報告する。・報告しない。）

（第１桝まで含む）  ・　排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　  　・　排水通気用鉛管

（第１桝まで含む）  ・　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　排水通気用鉛管　

　　　　　　　　　　一般配管（ピット内）　　※　消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（ＳＴＰＧ３７０ＶＳ）

　　　　　　　　　　一般配管（ピット内）　　※　消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（ＳＴＰＧ３７０ＶＳ）
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旭町住宅１号棟耐震改修等工事（機械設備）
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